
１．基本事項

（1）本学学生は、新型コロナウイルス感染症の陽性者、濃厚接触者
*1
として判定された場合、または陽性者となった知人等と感染可能期間

*2
に感染リスクが高い状況

*3
において接触があった場合、

「２．対応フロー」に基づき対応する。

（2）当該学生は、新型コロナウイルスに関する授業等の取り扱いについて、授業担当教員または学部事務室へ相談する。

（3）相談を受けた授業担当教員または学部事務室は、授業等の取り扱いについて指示、助言等を行う。

２．対応フロー

*1 同居家族は、感染可能期間内*2に接触のなかった者および感染対策がとれていた者を除き、原則濃厚接触者となる。濃厚接触者の待機期間は、陽性者の発症日（無症状の場合は検体採取日）

または陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を０日目として５日間（６日目解除）である。

*2 感染可能期間とは、感染者が有症状の場合には症状が発現した日の２日前から、感染者が無症状の場合には検体を採取した日の２日前からとする。

*3 感染リスクが高い状況とは、お互いにマスクなし、または感染者がマスクを着用せず、手が触れる距離で15分以上会話をした状況をいう。（陽性者との飲食が特にリスクが高い）

*4 発症日を０日目として６日目までに症状が軽快した場合、７日目まで待機し、８日目から解除。７日目以降に症状が軽快した場合、症状軽快から24時間後まで待機。

（例：７日目で症状軽快…７日目から24時間後の８日目まで待機し、９日目から解除）

*5 有症状の場合は解除後も10日間、無症状の場合は解除後も７日間、それぞれ経過するまでは、検温など各自で健康状態を確認する。

*6 当初は無症状であったが、療養中に症状が出てきた場合は、症状が発現した日を発症日とし、【有症状の場合 】 の基準に沿って療養する。

＜参考＞
・
・

大学への報告は不要。必要に応じて、
授業担当教員、学部事務室等へ各自で相談

     有症状の場合
 ①発症日を０日目として
  ＜７日間＞待機
 ②症状軽快から24時間が

  経過するまで待機*4

     無症状の場合*6

  検体採取日を０日目として
  ①＜７日間＞待機
  ②５日目に医療用抗原検査キット
   (自費)を利用し、陰性を確認
  した場合は、＜５日間＞待機

①の場合＜８日目から＞
②の場合＜６日目から＞

待機解除*5、対面授業への
出席可能および入構可能

【京都府HP】新型コロナウイルス感染症の陽性となった方へ https://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/youseisha.html

＜３日目から＞対面授業
への出席および入構可能

＜３日目から＞待機解除
対面授業への出席可能

および入構可能

抗原検査キット
を使用しない

＜６日目から＞
待機解除

対面授業への
出席可能

および入構可能

各自治体・医療機関等の指示に従い＜５日間＞自宅待機*1

対面授業への出席停止および入構禁止

【京都市HP】新型コロナウイルス感染症と診断された方・濃厚接触者となった方へ  https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000294318.html

＜①②ともに経過後＞

待機解除*5

対面授業への出席可能
および入構可能

陽性者 同居家族が陽性*1 知人等が陽性

濃厚接触者*1 感染可能期間*2に感染リスクが

高い状況*3での接触あり

各自治体・医療機関等の指示に従い自宅待機・療養
対面授業への出席停止および入構禁止

大学への報告は不要。必要に応じて、
授業担当教員、学部事務室等へ各自で相談

陽性者との最終接触日を０日目として
＜５日間＞対面授業への出席停止

および入構禁止
大学への報告は不要。必要に応じて、

授業担当教員、学部事務室等へ各自で相談

２日目および３日目に
医療用抗原検査キット(自費)

を用いた検査において
２日連続で陰性

抗原検査キット
を使用しない

＜６日目から＞
対面授業への

出席可能
および入構可能

２日目および３日目に
医療用抗原検査キット(自費)

を用いた検査において
２日連続で陰性
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＜陽性となった知人等と接触した場合＞＜本人が濃厚接触者として判定された場合＞

【学生】新型コロナウイルス感染症の陽性者および濃厚接触者等と判定された際の対応について

＜本人が陽性と判定された場合＞


